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「コムストックローン約款」【コムストックローン・三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券】の一部改正新旧対照表 

日本証券金融株式会社 

                                                           （下線部分が改正箇所） 

改正案 現 行 

コムストックローン約款 

【コムストックローン・三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券】 

 

日本証券金融株式会社 

 

 

第１条～第３条       （現行どおり） 

 

第４条（融資要領） 

１ 融資限度額および融資方法 

(1)～(3)         （現行どおり） 

(4) 前号ただし書の定めにかかわらず、お客様から日証金所定の方法によ

り融資限度額の上限の増額にかかる申込みがあり、日証金が担保内容

および取引実績等を別途審査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額

の上限を５億円以内の日証金が定める金額とすることができるものと

します。 

(5)～(8)         （現行どおり） 

２              （現行どおり） 

３ 利率、利息計算および徴収方法 

(1) 本融資の利率は、契約締結日において日証金が定めるところによるも

のとします。ただし、日証金は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合は、一般に行われる程度の変更をすることができるものとし、

変更する場合は、Ｅメールおよび日証金のウェブサイトでその旨をお

客様に通知します。 

(2)～(4)            （現行どおり） 

４             （現行どおり） 

 

第５条～第１８条      （現行どおり） 

 

以 上 

 

付  則 

 

コムストックローン約款 

【コムストックローン・三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券】 

 

日本証券金融株式会社 

 

 

第１条～第３条        （省 略） 

 

第４条（融資要領） 

１ 融資限度額および融資方法 

(1)～(3)          （省 略） 

(4) 前号ただし書の定めにかかわらず、お客様から日証金所定の方法によ

り融資限度額の上限の増額にかかる申込みがあり、日証金が担保内容

および取引実績等を別途審査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額

の上限を３億円以内の日証金が定める金額とすることができるものと

します。 

 (5)～(8)          （省 略） 

２              （省 略） 

３ 利率、利息計算および徴収方法 

(1) 本融資の利率は、契約締結日において日証金が定めるところによるも

のとします。ただし、日証金は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合は、一般に行われる程度のものに変更できるものとし、変更

する場合は、Ｅメールおよび日証金のウェブサイトでその旨をお客様

に通知します。 

(2)～(4)               （省 略） 

４              （省 略） 

 

第５条～第１８条       （省 略） 

 

以 上 
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改正案 現 行 

この改正約款は2025年3月3日から実施します。 

 

 


